
退職所得控除額

　 退職所得控除額は、次のように退職所得者の勤続年数に応じて計算します。

●勤続年数に１年未満の端数がある場合は繰り上げます。

　　例）　３０年と２ヶ月　→　　勤続年数　３１年

●障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合、

   次の計算結果に１００万円を加算します。

勤続年数２０年以下の場合

４０万円×勤続年数　

（８０万円に満たない場合は８０万円とする)

勤続年数が２０年を超える場合

８００万円＋７０万円×(勤続年数－２０年)
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